
多目的室利用料金表 

 

 

※多目的室特別料金使用料は通常 70％、3日～4日 60％・5日～50％になります。 

※特別使用について 

１．特別使用とは以下の目的を持ち、入場料金その他これに類するものを徴収しない場合に適用されます。 

（ア）市内の体育協会等がおこなう社会体育活動であって、市民を対象とするもの 

（イ）市内の文化協会等がおこなう社会教育活動であって、市民を対象とするもの 

（ウ）市内に所在する小中学校、及び高等学校等がおこなう学校の行事であって、児童等を対象とするもの 

（エ）市内に所在する社会福祉法人又は社会福祉に関する事業を主たる目的とする団体がおこなう社会福祉に関

する事業であって、教育委員会が適当と認めたもの 

２．リハーサルに利用する場合の利用料金は、専用利用に係る利用料金の 100 分の 50 に相当する額とし、準

備等に利用する場合の利用料金は、専用利用に係る利用料金の 100分の 30に相当する額とします。 

 

 

料金 時間帯別 全日3～4日 全日5日～

区分 100% 90% 80%

一般 2,140

特別 1,490

一般 2,870

特別 2,000

一般 2,870

特別 2,000

一般 7,860 7,070 6,280

特別 5,500 4,710 3,930

時間帯

午前

9時～12時
※全日連続使用の

　場合、減額対象

となります。

午後

13時～17時

夜間

18時～22時

全日

9時～22時


